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(1) 国の動き（Ｒ３年５月「福祉・介護・医療・教育の連携ＰＴ報告」）
ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につなげるための取組を推進。
 早期発見・把握 ……… ヤングケアラーに関する研修や学ぶ機会の推進など
 支援策の推進 ………… 支援体制のあり方検討、支援マニュアルの作成など
 社会的認知度の向上 … Ｒ４～６年度までの３年間を「集中取組期間」に設定

(2) 他の自治体の動き（条例の制定状況）

１. 国や他の自治体の動き

都道府県 施行
埼玉県 R2.3.31
茨城県 R3.12.14
北海道 R4.4.1
鳥取県 R5.1.1
⾧崎県 R5.4.1
栃木県 R5.4.1

市町村 施行
栗山町（北海道） R3.4.1
名張市（三重県） R3.6.30

総社市（岡山県） R3.9.9
浦河町（北海道） R3.12.14
備前市（岡山県） R3.12.24
那須町（栃木県） R4.3.14

市町村 施行
入間市（埼玉県）※ R4.7.1
さいたま市
（埼玉県）

R4.7.1

白河市（福島県） R4.9.30
大和郡山市
（奈良県）

R5.4.1

鹿沼市（栃木県）※ R5.4.1
戸田市（埼玉県） R5.4.1

市町村都道府県

※はヤングケアラー支援条例 ３
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本道では、全国平均以上に少子化・高齢化・核家族化が進展しており、世帯の小規模化
が進んでいる。
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R2まで実数、R３以降は推計値。

２．道のケアラー支援取組の経緯①



Ｒ２ 国の動きを踏まえ、ケアラー支援の必要性や方向性に関する検討を開始

２. 道のケアラー支援取組の経緯②

Ｒ５ 有識者会議での議論等を経て推進計画を開始

６

Ｒ４ 調査結果から見えた課題を踏まえ、有識者会議での議論等を経て条例を施行

Ｒ３ 道内のケアラー、ヤングケアラーの実態調査を実施



目次

７

１ 国や自治体の動き

２ 道のケアラー・ヤングケアラー支援の取組の経緯

３ 道のヤングケアラーの状況

４ 北海道ケアラー支援条例・推進計画

５ 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー）

６ 令和５年度の主な取組（ヤングケアラー）（予定）

７ ヤングケアラー支援を進める上で意識していること

８ 条例策定の意義・効果



３. 北海道のヤングケアラーの状況（実態調査結果）

８

区分 自分が世話をしている
家族が「いる」

中学校２年生 ３.９％
全日制高校２年生 ３.０％
定時制高校２年生 ４.５％

区分 ケアの悩みを相談した
経験が「ない」

中学校２年生 ８１.５％
全日制高校２年生 ７９.３％
定時制高校２年生 ３７.５％

ヤングケアラーの割合

ヤングケアラーがケアの悩みを相談した経験の有無

（※）令和３年７月末～８月末に、道内の公立中学校及び公立高等学校を通じて調査を実施。回収率は22％。

ヤングケアラーの認知度

内容を知ってい
る, 9.6％

よく知らな
い, 14.6％

聞いたこと
はない, 
75.4％

中学校２年生

内容を知っている
14.2％

よく知ら
ない

12.8％

聞いたことは
ない

72.7％

全日制高校２年生



目次

９

１ 国や自治体の動き

２ 道のケアラー・ヤングケアラー支援の取組の経緯

３ 道のヤングケアラーの状況

４ 北海道ケアラー支援条例・推進計画

５ 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー）

６ 令和５年度の主な取組（ヤングケアラー）（予定）

７ ヤングケアラー支援を進める上で意識していること

８ 条例策定の意義・効果



４. 北海道ケアラー支援条例・推進計画

ケアラー支援の基本理念を定め、道の責務と道民・事業者・関係機関・支援団体の役割を明らかにし、道
の施策の基本事項を定めることにより、施策を総合的・計画的に推進し、全てのケアラーとその家族が孤
立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望をもって暮らすことができる地域社会
の実現。

目的（第１条）

ケアラー 高齢、障がい、疾病その他の理由により
援助を必要とする家族、友人その他の身近な人に対
し、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の
援助を提供する者
ヤングケアラー ケアラーのうち、18歳未満の者

1. 個人の尊重と孤立の防止
2. 年齢や環境に応じた適切な支援
3. 関係者の相互連携による地域全体での支援
4. ケアラーとその家族への一体的支援
5. 子どもらしい成⾧や学びへの配慮

定義（第２条） 基本理念（第３条）

1. 施策の総合的・計画的な実施
2. 市町村支援
3. 関係機関との連携

道の責務（第４条）

1. 支援の必要性の理解
2. 道や市町村、関係機関等への協力
3. 従業員への支援（事業者）

道民、事業者の役割（第５・６条）

道による計画策定の義務づけ
1. 基本的考え方
2. 具体的施策

推進計画（第10条）

1. 普及啓発の促進
2. 早期発見と相談の場の確保
3. 地域づくり

基本的施策（第11～13条）

1. 道や市町村の施策への
協力

2. 関わる可能性の認識
3. 情報提供や他の関係機

関への取り次ぎ等必要
な支援の実施

4. ヤングケアラーからの
教育や福祉に関する相
談への対応

関係機関の役割
（第７・８条）

10

ケアラー支援条例（令和４年４月１日施行）



条例に掲げた「全てのケアラーとその家族等が孤立することなく、健康で心豊かな生活を営み、将来
にわたり夢や希望を持ってくらすことができる地域社会の実現」を目指し、総合的・計画的にケア
ラー支援の取組を進めるために策定。

令和５年度～７年度までの３年間（第１期）

推進計画策定の目的

推進計画の期間

具体的取組と数値目標の設定

11

ケアラーに関する道民の認知度向上（50％以上）
ヤングケアラーに関する児童生徒の認知度（50％以上）
ヤングケアラーの相談窓口の認知度向上（50％以上）
学校の教職員のヤングケアラーの認知度向上（100％）

ケアラー支援の人材育成（研修実施）
ヤングケアラー支援の人材育成（研修の実施）
市町村における相談支援体制の構築（全市町村）
市町村における分野横断的な連携体制の整備（全市町村）

市町村における交流拠点
の整備促進（全市町村）

市町村における活用可能
な社会資源の周知
（全市町村）

地域アドバイザーの養成
（圏域ごとに１名以上）

① 普及啓発の促進

② 早期発見及び相談の場の確保

③ 地域づくり

４. ケアラー支援条例・推進計画
ケアラー支援推進計画（令和５年４月１日開始）
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13

ケアラー支援推進計画の策定を推進。

条例において「基本的施策」に位置付けられた次の３つの柱に沿って
事業を実施。

（１） 普及啓発の促進
周囲の関係者や地域住民がケアラー・ヤングケアラー支援について理解
を深め、支援の必要性に気づき、適切な支援につなげるための広報・啓
発活動

（２）早期発見及び相談の場の確保
ケアラー・ヤングケアラーを支援するための相談体制の充実、研修を通
じた人材育成、関係機関の連携強化

（３）ケアラーを支援するための地域づくり
交流拠点の整備など、地域全体がケアラー・ヤングケアラー支援に関す
る理解を深め、相互に支え合う意識を醸成していくための取組

５. 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー支援）



（１）普及啓発の促進（広報・啓発活動）

14

道内大手コンビニ等と連携した周知
道内大手コンビニ等の協力の下、ポスター
やステッカー等を店舗に掲示。
店内放送による周知も実施。

５. 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー支援）

ヤングケアラー相談窓口の周知
ヤングケアラーに関する理解の向上と相談
窓口の周知を図るため、道内全ての小中高
を対象に、道の相談窓口を記載したカード
を配布（約40万枚）。



中学生・高校生が
アクセスしやすい
よう、令和５年２
月からラインによ
る相談も開始。

（２）早期発見及び相談の場の確保

15

ヤングケアラー向けの相談窓口の設置
従前からヤングケアラー支援に取り組んで
きた民間団体に委託し、専門相談窓口を設
置。電話やメール等で相談対応を実施。

ヤングケアラーコーディネーターの配置
道内８か所の児童家庭支援センターに「ヤ
ングケアラーコーディネーター」を配置。
ヤングケアラーに最初に気づくのは、担任
の先生など学校関係者が多いことから、学
校サイドと市町村福祉部門をつなぐ調整役
を担う。

５. 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー支援）

ヤングケアラー支援に携わる職員向け研修
児童家庭支援センターに委託し、全道８か
所で、ヤングケアラー支援の理解促進と支
援のポイント等を学ぶための研修を実施。
市町村教育委員会や学校の教職員、スクー
ルソーシャルワーカー、児童福祉施設の職
員等が参加。
また、全ての教職員がオンデマンドで受講
可能となるよう、道内の学校に講習動画を
提供。集合研修を組み合わせて行うよう道
教育委員会から各学校に指示。



16

５. 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー支援）

ヤングケアラーのオンラインサロン開設

（３）地域づくり

令和４年７月、ヤングケアラー支援に取り組んできた民間団体に委託し、
ヤングケアラーが気軽に集える居場所づくりを目的に、オンラインサロン
を開設。毎週末実施。
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（１）普及啓発の促進（広報・啓発活動）

ケアラー支援推進月間の設定（11月）
国が11月11日を「介護の日」に定めていることなどを参考に、道では毎年11月を
「ケアラー支援推進月間」とし、この間に様々な広報活動を集中的に展開。

ケアラーサポーター認定の仕組み
ケアラー・ヤングケアラー支援の道の研修を受講した方々を道が「ケアラーサポー
ター」として認定し、認定証等を手交。

児童・生徒向けのヤングケアラーに関する広報資材の作成
中学生・高校生の参画の下、ヤングケアラーに関する理解を深めるための児童・生徒
向けの広報資材を作成し、学校教育等の中で活用。

18

６. 令和５年度の主な取組（ヤングケアラー支援）（予定）



（２）早期発見及び相談の場の確保

19

ヤングケアラー向け相談窓口（ヤンサ
ポ）の更なる周知と活動の強化

若い世代に身近なツールやコンテン
ツを活用した情報発信の強化と相談
体制の整備（ラインを用いた相談対
応など）

若い世代が集まる場などでのアウト
リーチ型の相談支援の実施
・・・ヤンサポの委託先団体による

“ケアマック”の取組など

６. 令和５年度の主な取組（予定）

ヤングケアラーコーディネーターの
活動の強化

コーディネーターの 位置付け・役
割・活動内容の明確化
関係機関との連携強化

№ 担当管内 配置先 法人名

１ 石狩・後志 北広島市 (社福) 聖母会

２ 渡島・檜山 ー えべつケアラーズ

３ 空知 岩見沢市 (社福) 光が丘学園

４ 上川・留萌・宗谷 美深町 (社福) 美深育成園

５ オホーツク 遠軽町 (社福) 北光福祉会

６ 胆振・日高 苫小牧市 (特非) ワーカーズコープ

７ 十勝 帯広市 (社福) 池田光寿会

８ 釧路・根室 釧路市 (社福) 釧路まりも学園



（３）地域づくり

20

振興局単位での市町村向け説明会の実施
ケアラー・ヤングケアラーが身近な場所で相談や支援を受けられるようにする
ために、市町村の体制整備が重要。
現在、振興局単位で市町村向け説明会を実施。

市町村の自己点検の実施と結果の共有
ケアラー支援推進計画の数値目標の達成状況のほか、高齢者支援・障がい者支援・
児童への支援等、各分野ごとの社会資源を把握することを目的に、市町村向け
チェックリスト（自己点検表）を作成。
市町村向け説明会の後で、各市町村で作業し、結果を振興局・本庁とも共有して
もらう。チェックリストにより把握できた課題に基づき、市町村の取組を支援。

地域アドバイザーの育成・周知と市町村への派遣
現在、道の研修を受けた約40名の方が地域アドバイザーとして登録。
道内市町村に地域アドバイザーを派遣し、会議への参加や助言等を通じて、
市町村の相談体制構築や庁内連携体制の整備に向けた支援を行う。

６. 令和５年度の主な取組（予定）
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８．ヤングケアラー支援を進める上で意識していること

道では、次の点を意識しながらヤングケアラー支援を進めている。

ヤングケアラー当事者や支援団体等の意見を聞き、希望やニーズに沿っ
た支援策を展開すること（次頁）

福祉部門と教育部門の連携

周りの大人が正しい理解を持ち、ヤングケアラーに気付けるようにする
こと

子どもたちに伝わるツールや方法を検討すること
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８. ヤングケアラー支援を進める上で意識していること

特にヤングケアラーは、本人にその自覚がないことや、多くは誰にも相談した経験がないな
どの状況を踏まえると、まずは当事者・経験者の意見を丁寧に聞き、希望やニーズに沿った
支援策を展開する必要。
本年１月、元ヤングケアラーや若者ケアラー数名と道の施策について意見交換したところ、
次のような意見が出された。

（お世話をしていた）当時は無自覚だった。家族だから当たり前だと思っていた。
（大人になった今、振り返って考えると）当時、自分の気持ちを受け止めてくれる大人が
いるとよかった。
アドバイスよりも、ただ話を聞いてほしかった。仮に当時、周りの大人からアドバイスさ
れても、気持ちも生活も混乱している中で、前向きに受け止められなかったと思う。
経験者だからこその距離感もある。元ヤングケアラーのお兄さん、お姉さんに話を聞いて
もらえる場があるとよかった。
自分がヤングケアラーなのだと気付けることも大事。学校の掲示版にポスターを掲示する
ような取組も進めてほしい。
生活が困窮していたので、何日分かの食料をもらえて、シャワーを使える場所があるとよ
かった。
ヤングケアラー・若者ケアラーが相談できる場所があるなら、お手伝いをしたい。

当事者や支援団体等の意見を踏まえた政策展開



目次

24

１ 国や自治体の動き

２ 道のケアラー・ヤングケアラー支援の取組の経緯

３ 道のヤングケアラーの状況

４ 北海道ケアラー支援条例・推進計画

５ 令和４年度の主な取組（ヤングケアラー）

６ 令和５年度の主な取組（ヤングケアラー）（予定）

７ ヤングケアラー支援を進める上で意識していること

８ 条例策定の意義・効果



25

７．条例策定の意義・効果

道として、条例策定により、次のような意義・効果を期待。

（１）ケアラー支援に係る道民全体の意識醸成
ケアラーの定義や支援の必要性、道の責務、道民・事業者・関係機関の役割な
ど、道が目指すべき方向性を示し、道民全体の認識共有・意識醸成を図る。

（２）中・⾧期的かつ計画的に取組を推進
中・⾧期的に取組を進めていく方針を明確化。
推進計画に基づき、道・市町村・関係機関等が計画的に取組を推進。

（３）市町村の体制整備
ケアラー支援における市町村の役割の重要性を条例に規定。
本規定に基づき、道と市町村が連携し、ケアラーとその家族が居住する市町村
で相談や支援を受けられる体制整備を進める。

（４）必要な予算の確保
必要な財政上の措置を道の努力義務として条例に規定。


